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勤
務
先
の
倒
産
や
解
雇
等
に
よ
る
離
職
を

余
儀
な
く
さ
れ
た
方
は
、
失
業
（
離
職
）
か

ら
一
定
の
期
間
、
国
民
健
康
保
険
税
が
軽
減

さ
れ
ま
す
。（
軽
減
に
は
申
請
が
必
要
で
す
）

■
対
象
者
に
つ
い
て　

　

次
の
①
～
③
全
て
に
あ
て
は
ま
る
方
が
対

象
と
な
り
ま
す
。 

①
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
の
離
職
年
月
日

が
、
平
成
23
年
３
月
31
日
以
後
で
あ
る
こ
と 

②
離
職
日
に
お
い
て
、
65
歳
未
満
で
あ
る
こ

と ③
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
の
「
離
職
理
由

コ
ー
ド
」
が
「
11
・
12
・
21
・
22
・
23
・
31
・

32
・
33
・
34
」
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
こ
と

■
適
用
さ
れ
る
期
間
に
つ
い
て

　

離
職
日
の
翌
日
か
ら
、
翌
年
度
末
ま
で
と

な
り
ま
す
。

※
再
就
職
し
て
国
民
健
康
保
険
以
外
に
加
入

す
る
場
合
は
、
そ
の
時
点
ま
で
と
な
り
ま
す
。

■
軽
減
の
算
定
方
法

　

対
象
者
の
前
年
所
得
の
う
ち
、
給
与
所
得

を
３
０
／
１
０
０
と
し
て
算
定
し
ま
す
。（
給

与
以
外
の
所
得
、
対
象
者
以
外
の
被
保
険
者

の
所
得
、
対
象
期
間
外
の
所
得
に
つ
い
て
は
、

１
０
０
／
１
０
０
と
し
て
算
定
し
ま
す
。）

■
申
請
に
必
要
な
も
の　

○
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証

○
印
鑑

○
本
人
確
認
書
類

・
１
枚
の
提
示
で
よ
い
も
の
（
顔
写
真
付
き
）

　

…
運
転
免
許
証
等

・
2
枚
以
上
の
提
示
が
必
要
な
も
の
…
被
保

　

険
者
証
等

■
申
請
場
所　

　

税
務
課
お
よ
び
各
総
合
支
所
・
出
張
所

■
問
い
合
わ
せ
　

　

税
務
課　

課
税
第
１
班

☎
０
８
２
０
（
７
４
）
１
０
０
８

非
自
発
的
失
業
者
の
方
は
国
民
健
康
保
険
税
が
軽
減
さ
れ
ま
す

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
は
み
ん
な
で
支
え
る
制
度
で
す
。

　

特
別
の
理
由
も
な
く
保
険
料
を
納
め
な
い
で
い
る
と
、
通
常
よ
り
有
効
期
限
の
短

い
保
険
証
（
短
期
被
保
険
者
証
）
を
交
付
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
ほ
か
、
延
滞
金
が
加
算
さ
れ
た
り
、
不
動
産
や
預
貯
金
な
ど
の
財
産
を
差
し

押
さ
え
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
保
険
料
が
特
別
徴
収
（
年
金
か
ら
天
引
き
さ
れ
て
い
る
）
の
方
で
も
年
度

の
途
中
で
保
険
料
が
増
減
し
た
場
合
は
、
一
時
的
に
普
通
徴
収
（
納
付
書
で
納
め
る
）

に
な
り
ま
す
。

　

保
険
料
の
変
更
決
定
通
知
書
を
送
付
し
ま
す
が
、
納
付
方
法
が
変
更
し
た
こ
と
に

気
付
か
ず
納
め
忘
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

督
促
状
や
催
告
書
な
ど
が
届
い
た
と
き
は
、
お
早
め
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
滞
納
整
理
を
強
化
し
て
い
ま
す

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
の
保
険
料
に
つ
い
て

公
平
性
を
確
保
す
る
た
め
に

■
問
い
合
わ
せ

健
康
増
進
課 

医
療
保
険
班　

☎
０
８
２
０
（
７
３
）
５
５
０
２

税
務
課 

徴
収
対
策
班　
　
　

☎
０
８
２
０
（
７
４
）
１
０
３
１

セルフメディケーション税制
（医療費控除の特例） が創設
されました

　セルフメディケーション税制（医療
費控除の特例）とは、健康の維持増進
および疾病の予防への取り組みとして
一定の取り組みを行う個人が、平成 29
年１月１日以降に、スイッチＯＴＣ医
薬品（要指導医薬品および一般用医薬
品のうち、医療用から転用された医薬
品）を購入した際に、その購入費用に
ついて所得控除を受けることができる
ものです。
※この特例は現行の医療費控除制度と
　の選択となりますので、この特例を
　受ける場合には、現行の医療費控除
　の適用を受けることができません。

（医療用から転用された医薬品：スイッ
チOTC 医薬品）について
 ・対象となる医薬品の薬効の例
　かぜ薬、鼻炎用内服薬、水虫・たむ
　し用薬、肩こり・腰痛・関節痛の貼
　付薬

（注）上記薬効の医薬品の全てが対象と
なるわけではありません。
※対象となる医薬品については、厚生
労働省のホームページにて随時更新さ
れています。
　詳細については、厚生労働省のホー
ムページ等でご確認ください。

　特定一般用医薬品等購入費に係る領
収書（特定一般用医薬品等に該当する
ものの金額が明らかにされているもの
に限ります。）のほか、その年中に一定
の健康診査（特定健康診査、定期健康
診断、健康診査、がん検診等）や予防
接種など特定の取り組みを行ったこと
を明らかにする書類を申告書に添付等
する必要があります。一定の健康診査
や予防接種など特定の取り組みを行っ
たことを明らかにする書類は、基本的
には領収書や結果通知表になりますが、
詳細については発行元の医療機関また
は保険者に問い合わせをお願いします。

ご注意ください
これは平成２９年中からが対象と
なるものです。今回（２８年中）
の申告は対象ではありません。

対象となる医薬品

添付する書類

⚠


